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旧上野原区域外スポーツ学習施設建設 

用地売却に関わる住民監査請求監査結果 

 
 

第１ 請求の受付 

 
 １ 請求人   

Ａ 他７名 
    
 ２ 請求書の提出 

平成２０年１２月１９日 
 
 ３ 請求の内容（要旨） 

   請求人提出の中野区職員措置請求書による主張事実の要旨及び措置請求

は、次のとおりである。 
  (1) 主張事実 

ア 上野原スポーツ・学習施設建設計画が廃止されたものの、これまで

の経緯を踏まえ安易に売却せずに有効活用すべきとの意見を無視し、

有効利用の方策を取らないまま、本年の売却には理由がない。 

イ 上野原市の売払い申請の理由とされる「市民の総合公園及び防災拠

点の整備」は、中野区の区域外施設としての共同利用や有料での貸付

けもあり得るところ、中野区の利益を無視しており、売却の根拠にな

らない。 

ウ 子供達のキャンプ・野外活動や災害救助犬の訓練など、暫定利用等

も実績のあるところ、有効に利用する余地はあきらかにある。 

エ これまでに、用地の一部の貸付け、神奈川県企業庁の浚渫土砂の受

入れ、盛り土・造成などにより４億円程度の収入があり、今後も、貸

付け等有効利用での収入が見込めるところ、買収費用を回収する余地

を放棄し長期的な利益も損ねた。 

オ 売却により中野区は、買収額と売却額の差額９億４，５７８万４０

８円の損害を受けた。 

(2) 措置請求 

中野区長及び石神副区長（以下「区長等」という。）は、旧上野原区

域外スポーツ学習施設建設用地を上野原市に売却した。これは、今後も

見込める貸付け等有効利用での収入による買収費用の回収を放棄し、長
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期的な利益も損ねることであり、この売却により中野区は、買収額１０

億７，８８８万４０８円と売却額１億３，３１０万円の差額９億４，５

７８万４０８円の損害を受けたので、区長等に９億４，５７８万４０８

円の損害賠償を請求すること。 

 

４ 請求の要件審査 

 本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条所定の要件を備えているものと認めた。 
 
 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

   請求人の主張事実と措置請求における次の主張に関すること。 
  (1) 区長等は、旧上野原区域外スポーツ学習施設建設用地を上野原市に売

却したことにより、今後も見込める貸付け等有効利用での収入による買

収費用の回収を放棄し、長期的な利益も損ねたとする主張 
  (2)  売却により中野区は、買収額１０億７，８８８万４０８円と売却額

１億３，３１０万円の差額９億４，５７８万４０８円の損害を受けたの

で、区長等に９億４，５７８万４０８円の損害賠償を請求すべきである

という主張 
 
 ２ 監査対象部 

   経営室（財産管理分野）を監査対象部とした。 

 なお、旧上野原区域外スポーツ学習施設建設用地の有効利用等について

は教育委員会事務局（生涯学習分野）も関わることから、教育委員会事務

局（生涯学習分野）についても本件請求の監査対象部に含めることとした。 

 

 ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人に対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２１年１月

２１日に、新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けた。なお、陳述には、

請求人８人中４人が出席した。 
   陳述において、請求人からは新たな主張及び証拠の提出はなかったが、

次のような発言があった。 
  (1) 区長は、上野原の土地を無用と判断し、売却した理由その他詳細な説

明のないまま、拙速に売却した。 

(2) 売却価格が安く、鑑定が適正に行われたのか疑問がある。 
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第３ 監査の結果 

 本件請求については、合議により次のように決定した。 
 本件請求には、理由がないものと認める。 
 
 以下、事実関係の確認、監査対象部の説明及び判断理由について述べる。 

 
 １ 事実関係の確認 

請求人の請求書及び事実証明書、監査対象部からの説明及び提出資料並

びに監査の結果、以下の事実を認めることができる。 

(1) 土地の購入について 

中野区長は、平成６年７月２０日から平成７年３月１６日までの間、

旧上野原区域外スポーツ学習施設建設用地（山梨県上野原市鶴島字廻り

戸１０２ほか。以下「本件土地」という。）２００，７１８．５０㎡（実

測）を売買契約により総額１０億７，８８８万４０８円で購入した。 

(2) 本件土地の暫定利用について 

  本件土地の暫定利用については、平成９年第１回区議会定例会におい

て「上野原スポーツ・学習施設計画用地の利用について」の請願が採択

されたのを受け、平成９年度から平成１３年度までの５年間、キャンプ

や野外遊びなどの場として利用した。 

(3) 本件土地の有効利用について 

 ア 神奈川県企業庁が浚渫土砂の仮置場として本件土地の一部を使用す

ることについては、平成１１年１月１４日に中野区、上野原町島田財

産区、神奈川県企業庁及び上野原町の間で覚書を締結した。平成１１

年度から行政財産の目的外使用許可により許可し、使用料を徴収した。

以後毎年度許可が更新された。平成１６年１０月に普通財産に変更さ

れてからは、毎年度土地賃貸借契約を締結し、本件土地が売却される

まで貸し付けられ、貸付料を徴収した。使用料と貸付料としての収入

の総額は約３，５６０万円だった。 

イ 本件土地の造成のため神奈川県企業庁から浚渫土砂を受け入れるこ

とについては、平成１３年３月１２日に中野区、神奈川県企業庁及び

上野原町の間で覚書を締結した。浚渫土砂は、平成１３年度から平成

１７年度までの５年間、合計１１万㎥を本件土地の一部に受け入れる

ものとし、毎年度土砂処分契約を締結し、処分料を徴収した。処分料

の総額は２億２，０００万円だった。 

(4) 本件土地の売却に至る経過について 

 ア 上野原区域外スポーツ・学習施設建設用地としての教育財産の用途
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については、平成１６年１０月１日に廃止し、普通財産として管理を

開始した。 

 イ 本件土地の購入の意思を確認するため、上野原市に対し、平成１７

年１０月１３日に照会し、平成１８年１月１６日に購入したい旨の回

答があった。本件土地の売却方針については、平成１８年１月策定の

「新しい中野をつくる１０か年計画」の中で、「施設用途を廃止したた

め、今後の施設整備の財源とするため売却」と示されている。 

 ウ 本件土地の売却にあたっては、平成１９年１１月１３日に２者に土

地の不動産鑑定を依頼し、同月３０日に鑑定書が提出されている。 

エ 上野原市から、平成２０年４月８日に本件土地の売払申請書が提出

された。 

オ 本件土地について、平成２０年５月２１日に売却金額１億３，３１

０万円で上野原市に売り払うことを決定した。 

カ 平成２０年第２回区議会定例会において、本件土地に係る土地の売

払いについての議案が平成２０年６月１７日に可決成立した。 

キ 上野原市と本件土地の売買契約書を平成２０年６月３０日に締結し

た。 

 
 ２ 監査対象部の説明 

  (1) 監査対象部 

ア 教育委員会事務局（生涯学習分野） 

イ 経営室（財産管理分野） 

(2) 実施日及び説明者 

平成２１年１月２１日 
  ア 教育委員会事務局次長（兼生涯学習担当参事） 
  イ 副区長（経営室担任）及び経営室用地・管財担当課長 
(3) 説明の要旨 

ア 教育委員会事務局の説明 
(ア) 本件土地の暫定利用について 
  平成９年第１回区議会定例会において「上野原スポーツ・学習施設

計画用地の利用について」の請願が採択されたのを受け、平成９年度

から平成１３年度までの５年間、区民に無料でキャンプや野外遊びな

どの場として暫定利用を行った。その利用実績は、平成９年度は９件、

利用日数１７日間、利用人数１０６人、平成１０年度は９件、利用日

数１９日間、利用人数２３７人、平成１１年度は記録がないため不明、

平成１２年度は１２件、利用日数２８日間、利用人数２７０人、平成

１３年度は８件、利用日数１９日間、利用人数１５３人だった。 

  この間、暫定利用のための維持管理経費として、人件費を除くと、
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雨天等による一時避難や緊急連絡のためのプレハブ設置経費のほか、

草刈り、清掃などの維持管理経費など、５年間で約１，２４５万円の

経費が掛かっている。 

  その後、多目的広場を作るため、神奈川県企業庁の浚渫土砂を受け

入れて土地を平坦にするための造成が平成１３年度後半から始まった。

そのため、キャンプ等で利用していた部分も含め土地の造成が進めら

れたことや、土砂搬入のトラックの出入りがあるため危険であること

などから、利用できないと判断した。 

(イ) 本件土地に関する区民の意見について 

平成１４年に上野原スポーツ・学習施設整備計画の見直しを行った

際、区民に意見を求め、２０件の意見が寄せられた。そのうち１８件

が「計画を廃止すべき」、「廃止もやむを得ない」で、２件が「計画

の継続をすべき」であった。その後寄せられた意見は特にない。 

イ 経営室の説明 

(ア) 住民監査請求について 

① 浚渫土砂の仮置場や受入れで２億５，０００万円余の収入があっ

たが、土地の大部分が傾斜地のため、法面保護工事や排水設備機能

回復工事など約３，３８０万円の施設維持経費が掛かっている。 

浚渫土砂の受入れは、土地が平坦になりこれ以上受け入れること

はできないため、終了している。今後見込めると想定している浚渫

土砂の仮置場などによる収入は年間約６７０万円と考える。一方、

法面保護工事など施設維持のための経費が年間約５６０万円程度必

要と思われる。 

地方公共団体が土地を取得するのは、原則として、一定の行政目

的のためであり、行政目的なしに単に貸付け目的のために取得する

ものではない。行政目的がなくなった以上は適切な時期にこれを処

分すべきものである。 

したがって、買収費用を回収する余地を放棄し長期的な利益を損

ねたとの主張はあたらない。 

  ② ある財産をどのように管理し、どのように処分するかの権限は、

長に委ねられている。長は、財産処分について、その処分価格、処

分時期等について適切に判断し適切に処理することができる。 

  本件土地の売却にあたっては、２者に不動産の鑑定評価を依頼し、

その鑑定評価を参考に上野原市と売却交渉をし、契約が成立したも

のであり、売却価格は適正なものと考えている。買収価格と売却価

格との差は、経済状況の差であり、違法又は不当な財務会計上の行

為の結果に基づく差ではないので、損害にはあたらない。 

(イ) 本件土地の共同利用の提案について 
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本件土地について、上野原市から中野区との共同利用の提案や土地

の有償貸与についての申出はなかった。中野区としては売却を前提に

上野原市と協議をしており、そのような検討をした経緯はない。 

   (ウ) キャンプ等の有効利用について 

キャンプ等の利用については、平成１７年度に浚渫土砂の受け入れ

が終わった後も行われていないが、これは、利用可能な平坦部の埋め

立て地の大部分を浚渫土砂の仮置場として利用していることや、土砂

搬入のトラックの出入りがあるため危険であることなどから、利用で

きなかったものである。 

 

 

３ 判断 

以上のような請求人の主張、請求人の陳述、監査対象部の説明及び事実

関係の確認に基づき、本件請求について次のように判断する。 
 

(1) 今後も見込める貸付け等有効利用での収入による買収費用の回収を

放棄し、長期的な利益も損ねたとの主張について述べる。 
 
ア キャンプ等への有効利用について 

(ア) 本件土地は、平成９年度から平成１３年度までの５年間、区民に

無料でキャンプや野外遊びなどの場として一時的に利用されていた。

その利用実績は、前述の２（３）アの教育委員会事務局の説明のとお

りであるが、これを１年当たりで計算すると、利用件数は約１０件、

利用日数は年間で約２１日間、利用人数は約１９２人であった。この

５年間の維持管理経費に約１，２４５万円、年間で約２５０万円の経

費が費やされている。キャンプ等で利用するためには、水の確保や引

き続き同程度の維持管理経費が必要になるとの説明があり、費用対効

果の面から言うならば、有効的に利用が行われるとは思えない。 

 

  なお、請求人は、安易に売却せずに有効活用すべきとの意見があっ

たと主張しているが、平成１４年の上野原スポーツ・学習施設整備計

画の見直しの際に区民に意見を求め、２０件の意見（計画を廃止すべ

き・廃止はやむを得ない１８件、計画を継続すべき２件）が寄せられ

たが、その後寄せられた意見はないとの教育委員会事務局の説明であ

った。請求人からは、請求書の主張以外にこの事実を裏付ける新たな

証拠の提出や具体的な説明はなかった。 

 

(イ)  キャンプ等の利用は、平成１３年６月まで行われていた。神奈川
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県企業庁の浚渫土砂を受け入れて土地を平坦にするための造成は、平

成１４年２月から平成１８年３月まで続けられたが、キャンプ等で利

用していた部分も含めて造成されたことや、土砂搬入のトラックの出

入りがあり危険であることからキャンプ等の利用はできなかった。 

同庁の浚渫土砂の仮置場としての利用は、平成１１年４月から平成

２０年６月まで続けられたが、浚渫土砂を受け入れて土地を平坦にす

る造成が終了した平成１８年度以後は、本件土地の平坦部の大部分を

仮置場として利用させており、また、土砂搬入のトラックの出入りが

あり危険であることからキャンプ等の利用はできなかった。 

仮に、キャンプ等の利用を優先すれば、引き続き収入の見込める浚

渫土砂の仮置場として土地を最大限に有効活用することができなくな

ったと想定できる。 

同一の土地にキャンプ等の利用と浚渫土砂の仮置場としての利用は、

安全面からも相容れるものではなく、有効活用の面から引き続き本件

土地を浚渫土砂の仮置場として利用した経営室の対応については、妥

当なものであったと思料できる。 

    
   イ 貸付けによる今後の収益の見込みについて 

(ア) 本件土地を引き続き現状で保有していたと仮定した場合に、今後

も見込める収入は、２億２，０００万円の収入があった神奈川県企業

庁の浚渫土砂の受入れが平成１７年度をもって終了しているため、同

庁からの浚渫土砂の仮置場としての利用による収入年間約６６７万円、

これに東京電力等の電柱設置のための利用による収入を加え、年間約

６７０万円と推計される。 

(イ) 今後必要と思われる経費は、本件土地の大部分が傾斜地で、大雨

や台風が来ると土砂が崩れてしまうおそれがあるため、今後も定期的

な維持管理のために法面保護工事と排水設備機能保全工事は必要であ

り、その経費は年間約５６０万円程度と想定される。 

(ウ) 上記からみると、年間約１１０万円の収益が見込まれることにな

るが、この収益が今後とも続くとは限らず、買収費用額からみても、

請求人が主張する買収費用を回収する程の収益が将来にわたり見込め

るものとは思われない。 

 

ウ 上野原市との共同利用等について 

請求人は、上野原市の売払い申請の理由とされる「市民の総合公園

及び防災拠点の整備」は、中野区の区域外施設としての共同利用や有

料での貸付けもあり得ると主張している。 

本件土地の利用について経営室は、上野原市から中野区との共同利
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用の提案や土地の有料貸付けの申出はなかったこと、また、中野区は

売却を前提に上野原市と協議をしており、請求人が主張しているよう

なことを検討した経緯はなかったと説明している。 

一方、請求人からは、請求書の主張以外にこの事実を裏付ける新た

な証拠の提出や具体的な説明はなかった。 

したがって、中野区の区域外施設としての共同利用や有料での貸付

けという請求人の主張には具体的根拠がないものと言える。 

     
よって、今後も見込める貸付け等有効利用での収入による買収費用の

回収を放棄し、長期的な利益も損ねたとの請求人の主張については、首

肯できるものではない。 

 

 (2)  売却により中野区は、買収額１０億７，８８８万４０８円と売却額

１億３，３１０万円の差額９億４，５７８万４０８円の損害を受けた

との主張について述べる。 

    

   地方公共団体は、法第２３８条の５の規定により、所有する普通財

産を売り払うことができるものとされ、法第２３７条の規定により、

普通財産を含む財産は、条例又は議会の議決による場合を除き、適正

な対価なくして譲渡（売払い）してはならないとされている。さらに、

中野区公有財産規則第４２条において、普通財産の売払価格は、適正

な時価により算定した額をもって定めなければならないとしている。       

本件土地は、平成１６年１０月１日に上野原区域外スポーツ・学習

施設建設用地としての教育財産の用途を廃止し、以後、普通財産とし

て管理していた。 

     本件土地の売却にあたっては、平成１９年１１月１３日に、中野区

が契約している２者の鑑定人に本件土地の鑑定評価を依頼している。

鑑定人からは、いずれも同月３０日付けで、不動産鑑定評価書が中野

区に提出されている。それらの鑑定評価書を確認すると、１者の鑑定

人の鑑定評価額は１億３，３１０万円、他の１者の鑑定人の鑑定評価

額は１億３，１３６万７，０００円であった。本件土地の売却価格は、

１億３，３１０万円なので、２者の鑑定評価額のうち上位の鑑定評価

額を採用している。 

   本件土地の売却価格は、複数の不動産鑑定評価による地価の動向を

踏まえたものであって、地方自治法の規定に照らしても、売却価格は

「適正な対価」ということができる。 

  請求人は、本件土地の買収額と売却額の差が損害であると主張する

が、土地の価格そのものがその時々の経済情勢等によって変動するも
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のである以上、適正な価格とは、売却を行う時点での価格を踏まえて

適正に見積もった額であり、仮に購入時の価格を下回る価格で土地を

売却することとなっても、このことによって売却行為が直ちに違法、

不当になるというものではない。 

   本件土地は、前述のとおり不動産鑑定評価をもとに合理的に算定し

た「適正な対価」により、議会の議決などの手続を経て売却したもの

であり、本件土地の買収額と売却額の差額が損害であるということは

できない。 

     

    よって、売却により中野区は、買収額１０億７，８８８万４０８円と

売却額１億３，３１０万円の差額９億４，５７８万４０８円の損害を受

けたとの主張には理由がない。 

 

 

４ 結論 

以上のことから、旧上野原区域外スポーツ学習施設建設用地の売却によ

り区に損害を与えた区長等に損害賠償の請求を求める請求人の主張には理

由がないものと認める。 
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資料（中野区職員措置請求書等） 

 
中野区職員措置請求書 
 
旧上野原区域外スポーツ学習施設建設用地を売却し、中野区に損害を与えたことに対する

中野区長および幹部職員に対する措置請求 
 
１ 請求 
 (1) 中野区長 田中大輔 
   同副区長 石神正義 

(2) 上記 2名は、平成 6年に 10億 7,888万 408円で取得した旧上野原区域外スポーツ
学習施設建設用地を平成 20年 7月に 1億 3,310万円で売却し、9億 4,578万 408円の
損害を中野区に与えた。この損害を上記 2名に請求する。 

 
２ 概要 
 (1) 土地の所在地及び面積 
  ア、所在地 山梨県上野原市鶴島廻り戸 102番ほか 
イ、面 積 200,718.50平方メートル(実測) 

(2) 土地の取得日と取得価格 
  ア、取 得 日 平成 6年 7月 27日 
イ、取得価格 10億 7,888万 408円 

(3) 売却契約等 
  ア、売却先   上野原市 
イ、売却価格  1億 3,310万円 
ウ、契約日   平成 20年 6月 30日 
エ、所有権移転 平成 20年 7月 1日 
オ、代金収納日 平成 20年 7月 25日 

(4) 請求の趣旨 
・ 上野原スポーツ・学習施設整備計画が廃止されたものの、これまでの経緯を踏ま

え安易に売却せずに有効活用すべきとの意見を無視し、有効利用の方策をとらない

まま、本年の売却には理由がない。 
・ 上野原市の「売り払い申請」の理由とされる「市民の総合公園及び防災拠点の整

備」は、中野区の区域外施設としての共同利用や有料での貸付もあり得るところ、

中野区の利益を無視しており、売却の根拠とはならない。 
・ 子供達のキャンプ・野外活動や災害救助犬の訓練など、暫定利用等も実績のある

ところ、有効に利用する余地はあきらかにある。 
・ これまでに、用地の一部の貸付、神奈川県企業庁の浚渫土砂の受け入れ、盛り土・

造成などにより 4億円程度の収入があり、今後も、貸付等有効利用での収入が見込
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めるところ、買収費用を回収する余地を放棄し長期的な利益も損ねた。 
・ 買収額と売却額の差額 9億 4,578万 408円が明らかな損害である。 
・ 売却について、議会の承認、議決があったとしても、責任は執行したものにある。 
・ 執行者である中野区長田中大輔、及び、区長の補助者・執行者として議会に説明

を行った副区長石神正義の両名に損害賠償を請求する。 
 
３ 請求者 
  Ａ 他７名 
  
 地方自治法第 242 条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求し
ます。 
 
 なお、この請求書について中野区区政情報の公開に関する条例（昭和 61年中野区条例第
9号）に基づく情報公開の請求があったときは、請求人の個人情報（住所、氏名、職業）を
公開することに同意します。 
 

２００８年１２月１９日 
 
中野区監査委員様 
 
事実証明書 
１ 中野区議会総務委員会議事録 平成 20年 5月 15日 
２ 中野区議会総務委員会議事録 平成 20年 6月 10日 
３ 中野区議会総務委員会議事録 平成 20年 7月 28日 
４ 教育だより中野 第 108号  (平成 14年 11月 17日) 
５   同     第 109号  (平成 15年 3月 16日) 
６ 中野区議会平成 16年予算特別委員会資料文教 27 
 
（事実証明書については省略した。） 
 


